
道州制での森林保全のあり方（イメージ）

現在 将来 

個別の支援（補助）事業・国有林管理等が道州に移行し、主たる財源は道州域内の森林環境税等（税源は住民税の超過課税とは限らない）で賄うイメージ。 

道州から基礎自治体への財政支援は一括交付金で行い、各地域での具体的な事業メニュー等は基礎自治体の裁量に大きく委ねる。 

 ※ は補助金・交付金等の資金の流れを示す。 

○森林・林業基本計画、全国森林計画、京都議定書目標達成計画等の策定 

 ・防災機能（保水）、水源かん養、CO2 吸収等の公益機能向上の観点 

 （例）区分別森林面積、木材供給量、CO2 吸収量 等 

Ｂ府県（下流）

○森林整備の基本的な方針の策定、目標・基準の設定 

 ・防災機能（保水）、水源かん養、CO2 吸収等の公益機能向上の観点 

 （例）区分別森林面積、木材供給量、CO2 吸収量 等 

○事業計画策定 

○事業実施 

（基礎自治体有林） 

○道州全域（水系単位）で基本計画を策定

○道州内での達成目標の設定、評価、国への報告

国 

○各道州へ目標を割当

○財源調整、交付金等で政策目標を達成 

○一括交付金支出 

  （達成目標の割り振り）

○国庫補助事業 

  ※対象となる山林や事業内容等による区分あり。 

○事業計画策定 

○事業実施 

（市町村有林） 

Ａ府県（上流）

○府県単独事業

（森林環境税事業） 

国 

○事業実施 ○事業実施 

○森林環境税等

 ※道州全域（水系単位）

に課税 

道州 

○国庫補助事業 

 の公募、受付、 

 国への進達 

○事業計画策定、事業実施（府県有林） 

○事業計画策定、事業実施（道州有林） 

（目標例）間伐施業済面積、針広混交林化面積、CO2 吸収量 等 

基礎自治体 

○事業実施（国有林） 

市町村 

山林所有者 

○事業計画策定 

○事業実施 

（市町村有林） 

○事業実施 

○事業計画策定、事業実施（府県有林） 

市町村 

山林所有者 

○国庫補助事業 

 の公募、受付、 

 国への進達 

山林所有者 

※森林環境税未実施 

 の府県あり。 

○地域の実情に応じて

民有林の事業を支援 

資料３－４ 

※達成目標の事後的評価で 

 交付金額を決定 


